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お問合せ

平日
9:00-17:00

令和元年より当センターの
専門家に就任。
同一労働同一賃金セミナー
や助成金セミナー講師とし
て活躍。

働き方改革推進支援助成金（適用猶予業

種等対応コース含む）、キャリアアップ

助成金、業務改善助成金など各種助成金

の申請要件や申請方法などを解説します。

県内事業所の経営者様
人事・労務管理担当者様

対象者：

参加方法

※事前申込
不要

①当日、時間になりましたら下記のURLより入室してください。

②セミナー資料を希望される方はメールにてお問い合わせください。

③後日センターHPにてアーカイブ配信を行いますので、下記のURL又は
右のQRコードより視聴可能です。

＼ ／内 容

＼ ／開催日時

＼ ／講 師

https://www.youtube.com/channel/UCxYd_T3Bvr2qMBLpy-zNf3w

https://us06web.zoom.us/j/83553764278?pwd=UWpVZWtvODdVYVZVRUROYmRoQ1QzZz09

ID パスコード835 5376 4278 452024

過去の他セミナー
も視聴できます
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